
公証人手数料 

 

証 書 

の作成 

目的の価格 手 数 料 

１００万円まで ５，０００円 

２００万円まで ７，０００円 

５００万円まで １１，０００円 

１，０００万円まで １７，０００円 

３，０００万円まで ２３，０００円 

５，０００万円まで ２９，０００円 

１億円まで ４３，０００円 

 

 

 

以下超過額５，０００万円ごとに 

３億万円まで１３，０００円 １０億円まで１１，０００円  １０億円を超えるもの８，０００円加算 

 

 

その他 

私署証書の認証 

１１，０００円 

（証書作成手数料の半額が下

回る時はその額） 

外国文認証は 

６，０００円加算 

会 社 定 款 の 認 証 ５０，０００円  

確 定 日 付    ７００円  

執 行 分 の 付 与  １，７００円 承継等１，７００円加算 

正 本 又 は 謄 本 １枚 ２５０円  

送    達   １，４００円 郵便料実費額 

送 達 証 明     ２５０円  

閲 覧 １回 ２００円  

 

なお、公正証書遺言は……遺言する金額等により、金額が変動するので、財産をお調べさせていただてからでないと 

                  正確な公証人手数料は算出できません。 

                  不動産などを遺言する場合は、納税通知書に記載されている金額を基礎として計算しま

す。 

                  何人に遺言するかによっても算出計算があります。もし、お二人に６，０００万円を遺言し

たとします。１人は４，０００万、Ⅰ人は２，０００万にすると、個々に計算されます。 

                  ４，０００万円の方は→２９，０００円 

                  ２，０００万円の方は→２３，０００円 

                  目的価額１億円以下のため→１１，０００円加算 

合計５２，０００円+１１，０００円＝６３，０００円+（用紙枚数×２５０円となります。） 

公正証書正本・謄本の作成手数料として４，０００円程度。 


